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日常生活自立支援事業にかかる検査の実施について 

平成２０年４月１日 

 

＜目的＞ 

 岡山県社会福祉協議会（以下、「本会」とする）は、「岡山県社会福祉協議会日常生活自立

支援事業実施要綱」における福祉サービス利用援助事業の実施について適正な運営を確保

するため、福祉サービス利用援助事業の取扱いがある市町村社会福祉協議会に対して、次の

とおり検査を行うこととする。 

 

＜検査内容＞ 

１．内部監査の実施状況について 

２．日常的金銭管理サービスの実施状況について 

３．書類等預かりサービスの実施状況について 

４．利用者に対する支援の実施状況について 

 

＜検査方法＞ 

 本会が福祉サービス利用援助事業の取扱いのある市町村社会福祉協議会に出向き、福祉

サービス利用援助実施票をもとに検査を行うこととする。 

 なお、検査は本所、支所の単位で実施することとする。 

 また、事前の連絡を行うことなく、抜き打ちで検査を行う場合もある。 

 

＜選定方法＞ 

 検査対象となる市町村社会福祉協議会は、次の基準を目安に選定することとする。 

１．取扱い件数１件以上あるところ 

２．前年度本会による検査が実施されていないところ 

３．前年度本会による検査及び運営適正化委員会運営監視合議体の現地調査において重

要指摘事項があるところ 

４．その他本会が必要性を認めるところ 

 

＜その他＞ 

 その他の必要事項等については、本会よりその都度通知等を行うこととする。 

 

 


